
神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費補助金交付要綱取扱要領 

 

 

この要領は、補助金の交付等に関する規則（以下「規則」という。）及び神奈川県沿道

建築物耐震化支援事業費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）の規定の運用について

定めるものとする。 

 

（交付申請書の添付書類） 

第１条 補助金の交付を受けようとする市町村は、要綱第５に規定する交付申請書に神奈

川県沿道建築物耐震化支援事業費補助金交付申請書内訳書（要領第１号様式）を添付し

て、知事が指定する期日までに提出するものとする。 

 

（補助金の交付決定通知） 

第２条 補助金の交付を決定したときは、神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費補助金交

付決定通知書（要領第２号様式）により、市町村に通知するものとする。 

 

（補助事業等の遅延等の報告） 

第３条 要綱第７第３号の報告をする場合は、神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費補助

金交付決定事業遅延等報告書（要領第３号様式）により、すみやかに知事に報告し、そ

の指示を受けなければならない。 

 

（変更等の承認通知） 

第４条 要綱第８の変更（中止・廃止）承認申請書の内容を審査し、変更（中止・廃止）

を承認したときは、神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費補助金変更（中止・廃止）承

認通知書（要領第４号様式）により、市町村に通知するものとする。 

 

（補助金の変更交付申請書等） 

第５条 補助金の変更交付を受けようとする市町村は、神奈川県沿道建築物耐震化支援事

業費補助金変更交付申請書（要領第５号様式）に神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費

補助金変更交付申請書内訳書（要領第６号様式）を添付して、知事に提出しなければな

らない。 

 

（補助金の変更交付決定通知） 

第６条 補助金の変更交付を決定したときは、神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費補助

金変更交付決定通知書（要領第７号様式）により、市町村に通知するものとする。 

 



（全体設計の承認申請書等） 

第７条 全体設計の承認を受けようとする市町村は、要綱第10に規定する全体設計承認申

請書に全体設計承認申請書内訳書（要領第８号様式）を添付して、知事に提出しなけれ

ばならない。 

２ 全体設計承認申請書の内容を審査し、全体設計を承認したときは神奈川県沿道建築物

耐震化支援事業費補助金全体設計承認通知書（要領第９号様式）により、市町村に通知

するものとする。 

 

（全体設計の変更承認） 

第８条 要綱第10に規定する全体設計の変更承認を受けようとする市町村は、神奈川県沿

道建築物耐震化支援事業費補助金全体設計変更承認申請書（要領第10号様式）に、神奈

川県沿道建築物耐震化支援事業費補助金全体設計変更承認申請書内訳書（要領第11号様

式）を添付して、知事に提出しなければならない。 

２ 全体設計変更承認申請書の内容を審査し、全体設計の変更承認をしたときは神奈川県

沿道建築物耐震化支援事業費補助金全体設計変更承認通知書（要領第12号様式）により、

市町村に通知するものとする。 

 

（実績報告の添付書類） 

第９条 規則第12条第１項の規定による実績報告は、要綱第12の規定による実績報告書に

実績報告書内訳書（要領第13号様式）を添付して、知事に提出しなければならない。 

 

（現地調査等） 

第10条 実績報告書の内容を審査し必要と認めるときは、市町村と協議のうえ現地調査等

を実施するものとする。 

 

（補助金の額の確定通知） 

第11条 規則第13条の規定により補助金の額を確定したときは、第２条の規定に基づき行

った交付決定の額（第６条に基づく変更交付決定を行った場合はその額）と確定額が相

違する場合は、すみやかに市町村に神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費補助金確定通

知書（要領第14号様式）により通知するものとする。 

 

（その他） 

第12条 前条までに規定するもののほか、特別の必要がある場合は、知事が別に定めるこ

ととする。 

 

 



附 則 

１ この要領は、平成27年５月11日から適用する。 

 

附 則 

１ この要領は、平成28年４月１日から適用する。 

 

附 則 

１ この要領は、令和３年４月１日から適用する。 

 

附 則 

１ この要領は、令和５年10月18日から適用する。 

 

附 則 

１ この要領は、令和６年４月１日から適用する。 

 

附 則 

１ この要領は、令和８年４月１日から適用する。 
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要領第２号様式(用紙 日本産業規格A4縦長型) 

(第２条関係) 

第    号  

令和 年 月 日  

 

 市町村長 様 

 

 

神奈川県知事   

 

 

令和  年度 神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費補助金交付決定通知書 

 

 

 令和 年 月 日付け 第  号で申請のありました標記補助金については、補助金の

交付等に関する規則（昭和45年神奈川県規則第41号。以下「規則」という。）第４条第１

項の規定により、次のとおり決定したので、規則第６条の規定により通知します。 

 

 

 １ 交付決定額           千円 

 

 ２ 交付時期       

 

 ３ 補助条件           

⑴  この補助金の対象となる事業の内容及び補助事業等の経費の配分は、令和 年 

月 日付け 第  号の補助金交付申請書のとおりとします。 

⑵ 補助事業等により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物、設備、その

他の財産を補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供

しようとするときは知事の承認を受けなければなりません。 

⑶ 補助事業等により取得した財産は、事業完了後においても善良な管理者の注意を

もって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければなりません。 

⑷ この補助金を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金の交付決定の

内容又はこれに付した補助条件その他法令又はこれに基づく知事の指示又は命令に

違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。 



⑸ 補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の取り消しに係る部

分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の返還

をしなければなりません。 

⑹ 市町村は、間接補助事業者等に対し、間接補助金の交付に際して次に掲げる条件

を付さなければなりません。 

ア 間接補助事業者等が間接補助金を他の用途に使用し、その他間接補助事業者等

が法令に違反したときは、当該間接補助金に係る交付決定の全部又は一部を取り

消すことができます。 

イ 補助事業によって取得した財産については、補助事業等の完了後においても、

当該財産を善良な管理者の注意により管理するとともに、その効率的な運営を図

らなければなりません。 

ウ この補助金の交付に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えかつ、当該収

入及び支出についての証拠書類を間接補助事業等の完了の翌年度から10年間整備

保管しなければなりません。 

エ 前記アからウの条件に違反した場合には、間接補助金の全部又は一部を返還さ

せることがあります。 

⑺ その他神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費補助金交付要綱及び神奈川県沿道建

築物耐震化支援事業費補助金交付要綱取扱要領に定めるところによるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

（問い合わせ先        ）  

 



要領第３号様式（用紙 日本産業規格A4縦長型） 

（第３条関係） 

第    号  

 令和  年  月  日  

 

 神奈川県知事 殿 

 

市町村長  

 

令和  年度  神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費補助金交付決定 

事業遅延等報告書 

 

 令和 年 月 日付け 第  号により交付決定された令和 年度 神奈川県沿道建築

物耐震化支援事業費補助金交付決定事業について、 

 

事業が予定の期間内に完了し難くなった 

事業が年度内に完了し難くなった     ので、 

事業の遂行が困難となった 

 

神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費補助金交付要綱第７第３号の規定に基づき報告し

ます。 

 

１ 予定の期間まで に完了しない理由 

年度内     （補助事業等の遂行が困難となった場合を含む） 

   

２ 補助事業等の取り組みの経過説明 

 

３ 契約予定日及び補助事業等の完了予定期日 

 

補助対象建築物 完了予定期日 

所在地 

名 称 

当初 

変更後 

所在地 

名 称 

 

当初 

変更後 

担当者                  

連絡先電話                



要領第４号様式(用紙 日本産業規格A4縦長型) 

(第４条関係) 

第    号  

令和 年 月 日  

 

 市町村長 様 

 

 

神奈川県知事   

    

 

令和  年度 神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費補助金変更 

（中止・廃止）承認通知書 

 

 

令和 年 月 日付け 第  号で提出されました神奈川県沿道建築物耐震化支援事業

費補助金変更（中止・廃止）承認申請書について、内容を審査した結果、変更を承認しま

したので通知します。 

つきましては、交付決定額に変更がある場合は、第５条の規定に基づき神奈川県沿道建

築物耐震化支援事業費補助金変更交付申請書を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             （問い合わせ先               ） 



要領第５号様式（用紙 日本産業規格A4縦長型） 

（第５条関係） 

第    号  

 令和  年  月  日  

 

 神奈川県知事 殿 

 

市町村長  

 

令和  年度 神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費補助金変更交付申請書 

 

 令和  年  月  日付け  第  号で交付決定を受けた神奈川県沿道建築物耐震

化支援事業費補助金について変更交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

１ 補助事業等の目的及び内容 

  別添 補助金変更交付申請書内訳書（要領第６号様式）のとおり 

 

２ 補助事業等の着手及び完了の予定期日 

 別添 補助金変更交付申請書内訳書（要領第６号様式）のとおり 

 

３ 交付申請額              千円      

 

４ 交付申請額の算出方法 

  別添 補助金変更交付申請書内訳書（要領第６号様式）のとおり 

 

５ 補助事業等の経費の配分及び経費の使用方法 

別添 補助金変更交付申請書内訳書（要領第６号様式）のとおり 

 

 

 

 

担当者                  

連絡先電話                



要領第７号様式(用紙 日本産業規格A4縦長型) 

(第６条関係) 

第    号  

令和 年 月 日  

 

 市町村長 様 

 

 

神奈川県知事   

    

 

令和  年度 神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費補助金変更交付 

決定通知書 

 

 

 令和 年 月 日付け 第  号で申請のありました標記補助金については、補助金

の交付等に関する規則（昭和４５年神奈川県規則第41号。以下「規則」という。）第８条

第１項の規定により、次のとおり決定したので、規則第８条第３項の規定により通知しま

す。 

 

 １ 補助金額            千円 

    既決定額                   千円 

    今回変更（追加・減額）交付決定額       千円  

 

２ 補助条件 

⑴  この補助金変更の対象となる事業の内容及び補助事業等の経費の配分は、令和 

年 月 日付け 第  号で申請のあった令和  年度神奈川県沿道建築物耐震

化支援事業費補助金変更交付申請書のとおりとします。 

⑵  その他の交付条件については、令和  年  月  日付け   第   号

の交付決定通知書のとおりとするほか、神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費補

助金交付要綱及び神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費補助金交付要綱取扱要領

に定めるところによるものとします。 

 

 

 

             （問い合わせ先               ）
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要領第９号様式(用紙 日本産業規格A4縦長型) 

(第７条関係) 

第    号  

令和 年 月 日  

 

 

 市町村長 様 

 

 

神奈川県知事    

 

 

神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費補助金全体設計承認通知書 

 

 

 令和 年 月 日付け第  号で申請のありました標記について、内容を審査した結果、

全体設計を承認しましたので、神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費補助金交付要綱取扱

要領第７条第２項の規定により通知します。なお、この通知書は、補助金の交付を決定す

るものではありません。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問い合わせ先             ） 

 

 



要領第10号様式(用紙 日本産業規格A4縦長型) 

(第８条関係) 

第    号  

 令和  年  月  日  

 

 神奈川県知事 殿 

 

市町村長  

 

神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費補助金全体設計変更承認申請書 

 

 

令和  年  月  日付け  第  号により承認された神奈川県沿道建築物耐震化

支援事業費補助金全体設計について変更承認を受けたいので、神奈川県沿道建築物耐震化

支援事業費補助金交付要綱取扱要領第８条第１項の規定により関係書類を添えて申請しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当者                  

連絡先電話                



要領第12号様式(用紙 日本産業規格A4縦長型) 

(第８条関係) 

第    号  

令和 年 月 日  

 

 

 市町村長 様 

 

 

神奈川県知事   

 

 

神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費補助金全体設計変更承認通知書 

 

 

 令和 年 月 日付け第  号で申請のありました標記について、内容を審査した結果、

全体設計を承認しましたので、神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費補助金交付要綱取扱

要領第８条第２項の規定により通知します。なお、この通知書は、補助金の交付を決定す

るものではありません。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問い合わせ先             ） 

 

 



要領第14号様式(用紙 日本産業規格A4縦長型) 

(第11条関係) 

第    号  

令和 年 月 日  

 

 

 市町村長 様 

 

 

神奈川県知事   

 

 

令和 年度 神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費補助金確定通知書 

 

 

 令和 年 月 日付け第  号で実績報告のあった令和 年度神奈川県沿道建築物耐震

化支援事業費補助金については、補助金の交付等に関する規則（昭和45年神奈川県規則第

41号。以下「規則」という。）第13条の規定により、次のとおり確定しましたので通知し

ます。 

 

 

 １ 補助金交付決定額           千円 

 

 ２ 補助金確定額             千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問い合わせ先             ） 

 


